
様 式 第 54（ 第 38条 の ６ 関 係 ）

【 書 類 名 】 特 許 協 力 条 約 第 34条 補 正 の 翻 訳 文 提 出 書

（ 【 提 出 日 】 平 成 年 月 日 ）

【 あ て 先 】 特 許 庁 長 官 殿

【 出 願 の 表 示 】

【 国 際 出 願 番 号 】

【 出 願 の 区 分 】

【 特 許 出 願 人 】

【 識 別 番 号 】

【 住 所 又 は 居 所 】

【 氏 名 又 は 名 称 】

【 代 理 人 】

【 識 別 番 号 】

【 住 所 又 は 居 所 】

【 氏 名 又 は 名 称 】

【 補 正 書 の 提 出 年 月 日 】

（【 補 正 に よ り 増 加 す る 請 求 項 の 数 】 ）

【 手 続 補 正 １ 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】

【 補 正 対 象 項 目 名 】

【 補 正 方 法 】

【 補 正 の 内 容 】

【 そ の 他 】

〔備 考 〕

１ 特 許 法 第 184 条 の ８ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 正 書 の 写 し を 提 出 す る と き は 、

「 【 書 類 名 】 」 を 「 特 許 協 力 条 約 第 34条 補 正 の 写 し 提 出 書 」 と 、 特 許 法 第 184

条 の ７ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 正 書 の 写 し を 提 出 す る と き は 、 「 特 許 協 力 条 約 第

19条 補 正 の 写 し 提 出 書 」 と 記 載 す る 。

２ 「 【 手 続 補 正 １ 】 」 の 欄 は 、 次 の 要 領 で 記 載 す る 。

イ 「 【 補 正 対 象 書 類 名 】 」 は 、 「 明 細 書 」 、 「 図 面 」 の よ う に 特 許 協 力 条 約

第 34条 の 規 定 に 基 づ く 補 正 の 補 正 個 所 に 係 る 翻 訳 文 の 書 類 名 を 記 載 す る 。

ロ 「 【 補 正 対 象 項 目 名 】 」 は 、 「 発 明 の 名 称 」 、 「 特 許 請 求 の 範 囲 」 、 「 発

明 の 詳 細 な 説 明 」 、 「 図 面 の 簡 単 な 説 明 」 、 「 請 求 項 ○ 」 、 段 落 番 号 「 ○ ○

○ ○ 」 、 「 図 ○ 」 、 「 符 号 の 説 明 」 、 「 全 文 」 、 「 全 図 」 の よ う に 1970年 ６

月 19日 ワ シ ン ト ン で 作 成 さ れ た 特 許 協 力 条 約 （ 備 考 ４ 及 び ７ に お い て 「 特 許

協 力 条 約 」 と い う 。 」 ） 第 34条 の 規 定 に 基 づ く 補 正 の 補 正 個 所 に 係 る 翻 訳 文

の 当 該 補 正 個 所 に 係 る 項 目 名 を 記 載 す る 。

ハ 「 【 補 正 方 法 】 」 は 、 「 【 補 正 対 象 項 目 名 】 」 に 記 載 し た 単 位 に お い て 、



特 許 法 第 184 条 の ４ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 翻 訳 文 に 対 し 、 そ の 記 載 し た 事 項 を

変 更 す る と き は 「 変 更 」 と 、 新 た な 事 項 を 加 え る と き は 「 追 加 」 と 、 記 載 し

た 事 項 を 削 る と き は 「 削 除 」 と 記 載 す る 。

ニ 「 【 補 正 の 内 容 】 」 は 、 「 【 補 正 対 象 項 目 名 】 」 に 記 載 し た 事 項 （ 前 に 「

【 」 、 後 ろ に 「 】 」 を 付 す 。 ） 及 び 補 正 後 の 内 容 を 記 載 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 「 【 補 正 対 象 項 目 名 】 」 が 「 全 文 」 又 は 「 全 図 」 の と き は 、 明 細 書 、

図 面 等 の 全 文 又 は 全 図 を 「 【 書 類 名 】 」 と と も に 記 載 し 、 「 【 補 正 方 法 】 」

が 「 削 除 」 の と き は 、 「 【 補 正 の 内 容 】 」 の 欄 は 設 け る に は 及 ば な い 。

３ 特 許 協 力 条 約 第 34条 の 規 定 に 基 づ く 補 正 に 係 る 明 細 書 の 翻 訳 文 は 、 明 細 書 の

全 文 又 は 「 【 発 明 の 名 称 】 」 、 「 【 特 許 請 求 の 範 囲 】 」 、 「 【 発 明 の 詳 細 な 説

明 】 」 若 し く は 「 【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】 」 の 欄 若 し く は 「 【 特 許 請 求 の 範 囲 】

」 の 欄 の 「 【 請 求 項 ○ 】 」 、 「 【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】 」 の 欄 の 段 落 番 号 「 【 ○

○ ○ ○ 】 」 若 し く は 「 【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】 」 の 欄 の 図 の 説 明 の 「 【 図 ○ 】 」

若 し く は 「 【 符 号 の 説 明 】 」 を 単 位 と し て 提 出 し な け れ ば な ら な い （ 特 許 法 第

184 条 の ４ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 翻 訳 文 に 対 し 、 そ の 記 載 し た 事 項 を 変 更 し た 個

所 に 下 線 を 引 く こ と 。 ） 。 こ の 場 合 に お い て 、 特 許 協 力 条 約 第 34条 の 規 定 に 基

づ く 補 正 が 特 許 法 第 184 条 の ４ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 翻 訳 文 に 対 し 、 「 【 特 許 請

求 の 範 囲 】 」 に 記 載 し た 請 求 項 の 数 又 は 「 【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】 」 の 欄 に 記 載

し た 段 落 番 号 「 【 ○ ○ ○ ○ 】 」 の 数 を 増 加 又 は 減 少 す る も の で あ る と き （ 明 細

書 の 全 文 を 提 出 す る 場 合 を 除 く 。 ） は 、 「 【 特 許 請 求 の 範 囲 】 」 又 は 「 【 発 明

の 詳 細 な 説 明 】 」 の 欄 を 単 位 と し て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

４ 特 許 協 力 条 約 第 34条 の 規 定 に 基 づ く 補 正 に 係 る 図 面 の 翻 訳 文 は 、 全 図 又 は 「

【 図 ○ 】 」 を 単 位 と し て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

５ 単 位 を 異 に す る ２ 以 上 の 個 所 に つ い て 翻 訳 文 を 提 出 す る と き は 、 「 【 手 続 補

正 １ 】 」 の 欄 の 次 に 「 【 手 続 補 正 ２ 】 」 、 「 【 手 続 補 正 ３ 】 」 の よ う に 記 載 す

る 順 序 に よ り 連 続 番 号 を 付 し 、 次 の よ う に 欄 を 繰 り 返 し 設 け て 記 載 す る 。

【 手 続 補 正 ２ 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】

【 補 正 対 象 項 目 名 】

【 補 正 方 法 】

【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ３ 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】

【 補 正 対 象 項 目 名 】

【 補 正 方 法 】

【 補 正 の 内 容 】

６ 「 【 そ の 他 】 」 の 欄 に は 、 特 許 協 力 条 約 第 ３ ４ 条 の 規 定 に 基 づ く 補 正 の 補 正

個 所 を 「 明 細 書 ○ 頁 を 補 正 し た 」 又 は 「 請 求 項 ○ を 補 正 し た 」 の よ う に 明 確 に

記 載 す る 。

７ 特 許 法 第 184 条 の ８ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 正 書 の 写 し 、 又 は 特 許 法 第 184 条



の ７ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 正 書 の 写 し を 当 該 提 出 書 に 添 付 し て 提 出 す る と き は

、 「 【 そ の 他 】 」 欄 の 次 に 「 【 提 出 物 件 の 目 録 】 」 の 欄 を 設 け て 、 そ の 次 に 「

【 物 件 名 】 を 設 け て 「 補 正 書 の 写 し 」 と 記 載 す る 。 こ の 場 合 に お い て 「 【 手 続

補 正 １ 】 」 の 欄 は 不 要 と す る 。

８ そ の 他 は 、 様 式 第 ２ の 備 考 １ か ら ４ ま で 、 10か ら 14ま で 、 16か ら 19ま で 及 び

22か ら 26ま で 、 様 式 第 13の 備 考 ９ 、 様 式 第 15の ２ の 備 考 ２ 並 び に 様 式 第 52の 備

考 １ と 同 様 と す る 。


